
平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

三

九

一

号

内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
九
一
号

平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
年
金
の
在
職
支
給
停
止
制
度
に
お
け
る
「
三
十
一
日
問
題
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
年
金
の
在
職
支
給
停
止
制
度
に
お
け
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十
一
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問
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」
に
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す
る
質
問
に
対
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答
弁
書

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
在
職
支
給
停
止
が
解
除
さ
れ
た
者
の
数
に
つ
い
て
、
年
金
受
給
者
の
受
給
に
関
し
必
要

と
な
る
情
報
で
な
い
こ
と
か
ら
統
計
的
に
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
の
国
民
一
般
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
に

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
月
を
単
位
と
し
て
年
金
が
支
給
さ
れ
る
た
め
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
る
期
間
と
年
金
の

支
給
が
停
止
さ
れ
る
期
間
が
一
致
し
な
い
と
し
て
も
、
御
指
摘
の
月
の
末
日
に
退
職
す
る
者
の
場
合
も
含
め
、
そ
の
差
は
最
大

で
一
か
月
未
満
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
「
退
職
後
の
受
給
権
者
の
生
活
の
保
障
と
い
う
年
金
制
度
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な

い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

な
お
、
今
国
会
に
提
出
中
の
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
月
の
末
日
に
退
職
す
る
者
に
つ
い
て
、
退
職
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
支
給
停
止
を
解
除
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。


